
◎広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 
（平成一九年五月一八日法律第五二号）   

一、提案理由（平成一九年四月一一日・衆議院国土交通委員会） 

○冬柴国務大臣 ただいま議題となりました、広域的地域活性化のための基盤整備に関

する法律案及び港湾法及び北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部を改正

する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 

 まず、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律案につきまして申し上げます。 

 我が国の持続的な発展を図る上では、その活力の源泉である地域の活力の向上が不可

欠であり、意欲のある地域の活性化に向けた取り組みについて、民間、公共を含め、地

域の知恵と工夫を引き出しつつ、総合的に施策を展開することが重要となっています。 

 一方、我が国の国土像として、東京中心の一極一軸型の構造から、広域ブロックがそ

れぞれの資源を最大限に生かした特色ある地域戦略を描くことにより、自立的な圏域を

形成し、各ブロックが相互に、またアジア地域等と直接に交流、連携することで活力あ

る国土を形成する、広域ブロック自立型の国土構造への転換を目指すことが必要となっ

ています。 

 この法律案は、このような状況を踏まえ、民間と連携した地域発意の計画に基づき、

広域的な経済活動等を支える基盤整備と地域づくりに対するソフト面での支援等を一体

的に促進するための地方の自主性と裁量性の高い財政支援制度を創設すること等により、

地域の自立と活性化を図ろうとするものであります。 

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、都道府県は、国土交通大臣が策定する基本方針に基づき、広域的な経済活動

等の拠点となる施設やこれと関連する基盤整備事業等を定める、広域的地域活性化のた

めの基盤整備に関する計画を作成することができることとし、広域地方計画協議会が同

計画の実施に関し必要な協議を行うことができることとしております。 

 第二に、民間事業者による拠点施設の整備を推進するための国による認定制度を設け、

認定事業に対する民間都市開発推進機構による金融支援や、認定事業者による都市計画

の提案等の措置を講ずることとしております。 

 第三に、都道府県が実施する拠点施設関連基盤整備事業及びこれと一体となって地域

活性化を推進する、ＮＰＯ、民間事業者等の多様な関係事業者の活動等を促進するため、

地方の裁量度を高め自主性を大幅に拡大する交付金制度を創設することとしております。 

……………（略）…………… 

 以上が、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律案及び港湾法及び北海道開

発のためにする港湾工事に関する法律の一部を改正する法律案を提案する理由です。 

 これらの法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げま

す。 

二、衆議院国土交通委員長報告（平成一九年四月二六日） 



○塩谷立君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、国土交通委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律案について申し上げます。 

 本案は、広域的地域活性化のための基盤整備を推進するため、所要の措置を講じよう

とするもので、その主な内容は、 

 第一に、都道府県は、国土交通大臣が策定する基本方針に基づき、広域的地域活性化

のための基盤整備に関する計画を作成することができること、 

 第二に、民間事業者が作成する拠点施設整備事業に関する計画について国土交通大臣

による認定制度を創設すること、 

 第三に、都道府県が実施する拠点施設関連基盤施設整備事業に充てるための交付金制

度を創設すること 

などであります。 

……………（略）…………… 

 両案は、去る四月十日本委員会に付託され、翌十一日冬柴国土交通大臣から提案理由

の説明を聴取し、十三日質疑に入り、昨二十五日質疑を終了いたしました。質疑終了後、

討論を行い、採決いたしました結果、両案はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可

決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律案に対し附帯決議が付されま

した。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一九年四月二五日） 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを

期すべきである。 

一 国の地域活性化策が複数の府省に関連していることにかんがみ、地域の活性化策が

効果的に実施できるよう関係府省が連携し一体的かつ総合的な取組が図られるよう努め

ること。 

二 広域的地域活性化基盤整備計画の実施が広域ブロックの自立的圏域の形成に資する

ことにかんがみ、都道府県が計画を作成するに当たっては、広域地方計画を含む国土形

成計画をはじめとする諸計画との整合性を十分に確保するため、関係都道府県及び関係

機関との連携が図られるよう広域地方計画協議会の活用など適切な措置を講ずるととも

に、目標達成に向けた効果的なフォローを行うこと。 

三 民間拠点施設整備事業計画の認定に当たっては、当該計画の内容及び実効性につい

て、また、民間事業者が当該計画を適確に施行しうるかどうかについて厳正な審査を行

うとともに、認定後においても当該民間事業者による事業の確実な遂行について実態把

握に努めるなど適切に対応すること。 

四 地域自立・活性化交付金制度については、都道府県にとって利用しやすいものとな



るよう、手続の簡素化や柔軟な対応などの措置を講じるなど、その運用に万全を期すこ

と。また、地域自立・活性化交付金の採択について透明性を確保するとともに、当該事

業者に係る評価を適切に行うための仕組みを構築すること。 

五 地域活性化のためには、地方公共団体及び民間による地域の知恵と工夫が必要であ

ることにかんがみ、都道府県及び民間事業者等に対して、計画策定に関することをはじ

め、必要な情報の提供や支援などについて、地方支分部局の機能を活用しつつ国として

の役割を積極的に果たすこと。 

三、参議院国土交通委員長報告（平成一九年五月一一日） 

○大江康弘君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、広域的地域活性化のための基盤整備を推進するため、国土交通大臣によ

る基本方針の策定、都道府県が作成する広域的地域活性化基盤整備計画に基づく民間拠

点施設整備計画の認定制度、拠点施設関連基盤施設整備事業等の実施に要する経費に充

てるための交付金制度の創設等、所要の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、本法律案提出の背景と趣旨、地域活性化における観光事業等

の役割、拠点施設整備事業に対する出資の在り方等について質疑が行われましたが、そ

の詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して小林委員より本法律

案に反対する旨の意見が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一九年五月一〇日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾

なきを期すべきである。 

一、国の地域活性化策は多くの府省に関連していることにかんがみ、地域において適切

な組合せにより施策の相乗効果が発揮されるよう、地方公共団体に対する相談窓口の一

本化を図るとともに、国の出先機関の機能も活用しつつ、地域活性化施策や取組事例等

についての有益な情報提供等を積極的に行うこと。 

二、広域的地域活性化基盤整備計画の下で整備される社会基盤が次世代においても有効

に活用されるストックとして機能するよう、広域地方計画を含む国土形成計画を始めと

する諸計画との整合性が確保されるように努めること。また、社会基盤が広域的観点か

ら整備されるよう、広域地方計画協議会において十分な議論が行われるようにすること。 

三、地域自立・活性化交付金の採択に当たり、社会基盤整備による成果が広域にわたる

ような創意工夫がなされているかなどについても適切に評価し、交付金が広域的地域活



性化に資するものとなるよう努めるとともに、計画期間終了後においても、事後評価及

びその公表を行い、計画目標の達成状況や交付金の効果等について地域住民や国民に分

かりやすい形で明らかにすること。 

四、民間拠点施設整備事業計画の認定に当たっては、当該計画の内容及びその実効性等

について厳正な審査を行うとともに、認定後においても当該民間事業者による事業の確

実かつ効果的な遂行について実態把握に努め、その結果に基づいて適切な措置を講ずる

こと。 

五、地域自立・活性化交付金に基づく都道府県事業及びまちづくり交付金による市町村

事業について、それらの事業効果が最大限に発揮されるように、都道府県及び市町村の

連携による両事業の一体的推進が図られるよう、適切な支援を行うこと。 

  右決議する。 


